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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 0806-3:2021 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 0806 規格群は，次に示す部で構成する。 

JIS C 0806-1 第 1 部：アキシャルリード線端子部品の連続テープによる包装 

JIS C 0806-2 第 2 部：ラジアルリード線端子部品の連続テープによる包装 

JIS C 0806-3 第 3 部：表面実装用部品の連続テープによる包装 

JIS C 0806-6 第 6 部：表面実装部品用バルクケースによるパッケージング 

JIS C 0806-301 第 301 部：表面実装部品テーピングのカバーテープ引き剝がし時の静電気電位及び静

電気漏えい性能の測定方法 
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日本産業規格（案）       JIS 
 C 0806-3：2023 

 (IEC 60286-3：2022) 

自動実装部品の包装－第 3 部： 

表面実装用部品の連続テープによる包装 
Packaging of components for automatic handling- 

Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes 
序文 

この規格は，2022 年に第 7 版として発行された IEC 60286-3 を基とし，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，電子回路に用いるリードなし形又はスタンプリード形の電子部品の自動実装に用いるため

のテーピングの要求事項について規定する。 

この規格の要求事項は，上記に示す電子部品の自動実装に用いるために意図された構成要素のテーピン

グに不可欠なそれらの寸法，並びにベアダイ及びフリップチップを含む個片化したダイ製品のパッケージ

ングも含んでいる。 

注記 1 スタンプリード形部品は，リードなし形部品に対するリード付き表面実装用部品の総称である。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60286-3:2022，Packaging of components for automatic handling－Part 3: Packaging of surface mount 

components on continuous tapes（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

IEC 60191-2，Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 2: Dimensions 

3 用語，定義及び記号 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 
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3.1.1 
部品（components） 

特定の機能を損失することなく物理的にそれ以上小さく分割不可能な製品の部分 

注釈 1 個片化されたダイ製品が含まれる。 

注釈 2 特に規定がない場合，ベアダイ製品のための全てのパッケージングタイプに適用される。 

3.1.2 
部品寸法（component sizes） 

ミリメートル単位寸法記号を用いて識別された部品の大きさ 

注釈 1 ミリメートル単位寸法記号の場合には，記号の末尾に“M”を付与している。 

注釈 2 ミリメートル単位寸法記号及びインチ単位寸法記号の対比を，表 1 に示している。 

表 1－寸法記号の対応 

ミリメートル単位寸法記号 インチ単位寸法記号 
0201M 008004 
0402M 01005 
0603M 0201 
1005M 0402 
1608M 0603 
2012M 0805 

3.1.3 
包装（packaging） 

電子部品の収納，装着，保護，自動実装のための整列，取扱い及び輸送に用いる容器 

3.1.4 
プレステープ（pressed carrier tape） 

＜タイプ 1b＞ 基材の一部を圧縮加工することによって凹形の部品収納部を形成したキャリアテープ 

3.1.5 
毛羽（けば）（fluff） 

＜タイプ 1b＞ プレス加工した部品収納部内壁に付着した基材から出た繊維状のもの 

注釈 1 図 1 参照 

3.1.6 
返り（burr） 

＜タイプ 1b＞ 部品収納部をプレス加工するときに非意図的に生じたテープ開口面からの表面突起 

注釈 1 図 1 参照 

3.1.7 
戻り（deformation） 

＜タイプ 1b＞ プレス加工した部品収納部内壁の盛り上がり 

注釈 1 図 1 参照 

3.1.8 
膨らみ（puff） 

＜タイプ 1b＞ プレス加工した部品収納部の基材裏面の膨らみ 
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注釈 1 図 1 参照 

 
 

図 1－プレス部の断面図（タイプ 1b） 
 

3.1.9 
ブリスターキャリアテープ，エンボステープ（blister carrier tape，emboss carrier tape） 

＜タイプ 2a，タイプ 2b 及びタイプ 3＞ 基材の一部をエンボス加工することによって凹形の部品収納

部を形成したキャリアテープ 

3.1.10 
パンチテープ（punched carrier tape） 

＜タイプ 1a＞ 基材に穴を開けてカバーテープで底面を覆い，凹形の部品収納部を形成したキャリア

テープ 

3.2 記号 

この規格のテープ，リール及び共通記号に用いる記号を表 2 に示す。 

 

表 2－テープ，リール及び共通記号に用いる記号 

記号 記号の説明 記号の記載がある図番号 
A リール径 図 26 
A0 テープの引出し方向における，部品収納部の底面寸法 図 2，図 4，図 5，図 7，図 8，図 10，図 11，

図 13，図 14，図 16，図 20 及び図 A.2 
B リール穴の溝幅 図 27 
B0 テープの幅方向における，部品収納部の底面寸法 図 2，図 4，図 5，図 7，図 8，図 10，図 11，

図 13，図 14，図 16，図 20 及び図 A.2 
B1 テープの幅方向における，部品収納部の縁の寸法 図 8，図 11 及び図 14 
C リール穴径 図 26 及び図 27 
CT 膨らみのテープ幅方向の距離 図 5 
d テープの引出しと垂直方向における，送り長穴寸法と送り穴径

寸法との差 
図 14 

D リール溝直径 図 27 
D0 送り穴の直径 図 2，図 5，図 8，図 11，図 14 及び図 17 
D1 部品収納部底部の穴の直径 図 8 及び図 14 

DDH ドライブ穴の直径 図 28 
E1 テープの幅方向における，送り穴の基準点とテープ端部との短

い側の距離 
図 2，図 5，図 8，図 11，図 14 及び図 17 

E2 テープの幅方向における，送り穴の基準点とテープ端部との長

い側の距離 
図 2，図 5，図 8 及び図 11 

F テープの幅方向における，送り穴の基準点と部品収納部の中心

との距離 
図 2，図 5，図 8，図 11 及び図 14 

戻り 

膨らみ 

毛羽 返り 



4 
C 0806-3：2023  

 著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

表 2－テープ，リール及び共通記号に用いる記号（続き） 

記号 記号の説明 記号の記載がある図番号 
FA テープの幅方向における，送り穴の基準点と部品装着部の中心

との距離 
図 17，図 19，図 24 及び図 25 

G テープ幅方向における，部品収納部とテープ端部との短い側の

距離 
図 2，図 5，図 8，図 11 及び図 17 

K0 部品収納部の深さ 図 2，図 5，図 8，図 11，図 14 及び図 A.3 
M リール穴の中心とドライブ穴の中心との距離 図 28 
N リールハブ径 図 26 及び図 28 
P0 送り穴ピッチ 図 2，図 3，図 5，図 6，図 8，図 9，図 11，

図 14 及び図 17 
P1 部品収納部ピッチ 図 2，図 3，図 5，図 6，図 8，図 9，図 11，

図 14，図 17 及び図 18 
P2 テープの引出し方向における，送り穴の基準点と同一線上にあ

る部品収納部の中心と，隣接する部品収納部の中心との距離 
図 2，図 3，図 5，図 6，図 8，図 9，図 11
及び図 14 

P2A テープの引出し方向における，送り穴の基準点と部品装着部の

中心との距離 
図 17，図 18，図 19，図 24 及び図 25 

P3 テープの引出し方向における，送り穴の基準点と同一線上にあ

る部品収納部の中心と，二つ目に隣接する部品収納部の中心と

の距離 

図 3 及び図 6 

P4 テープの引出し方向における，送り穴の基準点と同一線上にあ

る部品収納部の中心と，三つ目に隣接する部品収納部の中心と

の距離 

図 3 及び図 6 

S テープの幅方向における送り穴ピッチ 図 14 
R キャリアテープの曲げ半径 図 21 
r リール穴の溝の曲率半径 図 27 
T カバーテープを含まないキャリアテープの厚さ 図 2，図 5，図 8，図 11，図 14，図 17，図

25 及び図 A.1 
T1 上面カバーテープの厚さ 図 2，図 5，図 8，図 11 及び図 14 
T2 部品収納部高さと上面カバーテープの厚さとの合計 図 8，図 11 及び図 14 
T3 膨らみを含めたプレステープの厚さ 図 5 及び図 A.1 
T4 底面カバーテープの厚さ又は粘着テープの厚さ 図 2 及び図 17 
V1 テープの引出し方向における，部品装着部の寸法 図 17 及び図 18 
V2 テープの幅方向における，部品装着部の寸法 図 17 及び図 18 
W キャリアテープの幅方向の寸法 図 2，図 5，図 8，図 11，図 14 及び図 17 
WP 粘着テープ間の距離 図 17 
W1 リール内側幅（リールハブ） 図 26 
W2 リール外側幅 図 26 
W3 リムのリール内側幅（リール最外部） 図 26 
Z 部品の厚さ 図 25 

 

4 仕様の構成 

テープの種類を次に示す。 

タイプ 1－パンチテープ及びプレステープ 

タイプ 1a：底面カバーテープをもつパンチテープ（公称テープ幅の 8 mm 及び 12 mm） 
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タイプ 1b：プレステープ（公称テープ幅 8 mm） 

タイプ 2－単一送り穴のエンボステープ 

タイプ 2a：部品収納部ピッチ 2 mm 以上の単一送り穴のエンボステープ 
（公称テープ幅の 8 mm，12 mm，16 mm 及び 24 mm） 

タイプ 2b：部品収納部ピッチ 1 mm の単一送り穴のエンボステープ 
（公称テープ幅 4 mm） 

タイプ 3－送り穴が 2 列のエンボステープ（公称テープ幅の 32 mm～200 mm） 

タイプ 4－個片化したベアダイ及びその他の表面実装用部品のための，上面カバーテープをもたない粘

着式プラスチックパンチテープ（公称テープ幅の 8 mm，12 mm，16 mm 及び 24 mm） 

5 テーピング包装のための要求寸法 

5.1 部品収納部の位置決めに関する要求事項 

5.1.1 タイプ 1a，タイプ 1b，タイプ 2a，タイプ 2b 及びタイプ 3 に対する要求事項 

部品の位置を決める部品収納部の中心位置は，基準点（E1 と P0 との寸法線の交点で規定する送り穴の中

心）を起点に P2 及び F によって決定する（図 2，図 5，図 8，図 11 及び図 14 参照）。ポケットオフセット

（部品収納部の中心と送り穴の中心との間の最大許容ずれ）は，P1 が 2 mm 以下の場合に適用する（図 3，
図 6，図 9 及び図 12 参照）。 

5.1.2 タイプ 4 に対する要求事項 

部品の位置を決める部品装着部の中心位置は，基準点（E1 と P0 との寸法線の交点で規定する送り穴の中

心）を起点に P2A 及び FA によって決定する（図 17 参照）。タイプ 4 では，部品を配置する収納部をもたな

いため，全ての位置測定は，部品収納部（部品保護のためだけの仮想境界）を用いず，ここで規定する原

則によることが望ましい。タイプ 4 には，ポケットオフセットは適用しない。タイプ 4 には，次の事項を

適用する。 

a) 部品の水平方向の回転及び横方向の偏りは，部品を部品装着部に装着するときの目標位置に対する正

確さに依存する。 

b) 部品は，キャリアテープの上面からはみ出してはならない［図 25 a)参照］。 

c) 部品は，部品装着部の中で向きを変えてはならない。 

d) 部品は，部品装着部から機械的に制限されることなく垂直方向に取り出せなければならない。 

5.2 部品収納部寸法の要求事項（タイプ 1a，タイプ 1b，タイプ 2a，タイプ 2b 及びタイプ 3） 

適切な公差をもつ部品収納部の寸法は，収納する部品の寸法によって決まる。部品の傾き，部品の水平

方向の回転及び部品の横方向の偏りの詳細は，テープのタイプごとに規定する。次の事項は，タイプ 1a，
タイプ 1b，タイプ 2a，タイプ 2b 及びタイプ 3 のテープに適用する。 

a) 個別規格に規定がない場合，部品収納部の横寸法 A0 及び B0 は，次による。 
A0≦B0 

b) 部品の最大寸法及び最小寸法は，関連規格による。 

c) 部品は，キャリアテープの上面からはみ出してはならない。タイプ 1a の場合，キャリアテープのいず

れの面からもはみ出してはならない。 
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d) 部品は，テープの中で向きを変えてはならない。 

e) 部品は，カバーテープを用いる場合，上面カバーテープを取り外した後，機械的に制限されることな

く垂直方向に部品収納部から取り出せなければならない。 

f) 個別規格に規定がない場合，パンチテープの K0 は T と同等とする。プレステープ及びエンボステープ

の K0 は，各個別規格に規定する。 

5.3 タイプ 1a－底面カバーテープをもつパンチテープ（公称テープ幅の 8 mm 及び 12 mm） 

底面カバーテープをもつパンチテープの寸法は，図 2～図 4 及び表 3～表 5 による。 

図 2－公称テープ幅の 8 mm 及び 12 mm パンチテープの寸法（部品収納部ピッチ 4 mm） 

 

 

   
a) 部品収納部ピッチ 2 mm b) 部品収納部ピッチ 1 mm c) ポケットオフセット：両側に 

それぞれ 0.05 mm 以下 

図 3－部品収納部ピッチの 2 mm 及び 1 mm に固有のテープ寸法並びにポケットオフセット 

 

 

T4 
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図 4－部品の傾き，回転及び偏り 

 

表 3－公称テープ幅の 8 mm 及び 12 mm のパンチテープの共通寸法 
 単位 mm 

公称 
テープ

幅 

D0 E1 P0 G 
最小値 

T 
最大値 

T1 
最大値 

T4 
最大値 

P0 の累積ピッチ 
許容差 

8 及び

12 

0.1
01.5＋  1.75±

0.1 
P1≧4 の場合 

4.0±0.1 
0.75 材質が紙 a)の場合 

1.1 
0.1 0.1 ±0.2/10 ピッチ 

P1＝2 及び P1＝1
の場合 

4.0±0.05 
材質が紙 a)以外の場合 

1.6 
記号は，図 2 による。 
注 a) 紙は，パンチテープの材質である。 

 

表 4－公称テープ幅の 8 mm 及び 12 mm のパンチテープの個別寸法 
単位 mm 

公称 
テープ

幅 

E2 
最小

値 

F P1 P2 P3 P4 W A0，B0 
及び K0 

8 6.25 3.5±0.05 P1＝1 の場合 
1.0±0.05 

P1＝1 の場合 
1.0±0.05 

P1＝1 の場合 
2.0±0.05 

P1＝1 の場合 
3.0±0.05 

8.0＋0.3
－0.1 5.2 参照 

P1＝2 の場合 
2.0±0.05 

P1＝2 の場合 
2.0±0.05 

P1＝4 の場合 
4.0±0.1 

P1＝4 の場合 
2.0±0.05 

12 10.25 5.5±0.05 P1＝2 の場合 
2.0±0.05 

2.0±0.05 － － 12.0＋0.3
－0.1 

P1≧4 の場合 
4.0±0.1 

記号は，図 2～図 4 による。 

 

 

 

 

 

部品の傾き 
側断面又は正面断面図 

部品の水平方向の回転 
上面図 

部品の横方向の偏り 
上面図 

a) 見取り図 A b) 見取り図 B c) 見取り図 C 

部品の傾き 
表 5 参照 

部品の横方向の偏り 
表 5 参照 

部品の水平方向の回転 
表 5 参照 

A0 

部品の中心線 

B0 

部品収納部の

中心線 
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表 5－部品の傾き，水平方向の回転及び横方向の偏り 

公称テープ幅 
 

mm 

部品の傾き 
（設計値）a) 

最大値 

部品の水平方向の回転 
（設計値）a) 

最大値 

部品の横方向の偏り 
最大値 

mm 
8 及び 12 10° 20° P1＝1 及び P1＝2 の場合 

0.3 
P1≧4 の場合 

0.5 
用語は，図 4 による。 
市場では，長さ又は幅のうちいずれかが 1.2 mm 未満の部品は，部品の水平方向の回転が 10°以下の傾向がある。 
市場では，長さ又は幅のうちいずれかが 1.2 mm 未満の部品は，部品の横方向の偏りが 0.2 mm 以下の傾向がある。 
ベアダイ製品の公称テープ幅が 8 mm テープの場合，部品の横方向の偏りは，部品収納部の寸法にかかわらず，

0.1 mm 以下とすることが望ましい。 
ベアダイ製品の公称テープ幅が 12 mm テープの場合，部品の横方向の偏りは，部品収納部の寸法にかかわらず，

0.15 mm 以下とすることが望ましい。 
注 a) 設計値は，包装材の設計だけを目的とした計算のための値である。例えば，部品の傾きの値は，測定され

る値を意図したものではなく，キャリアテープの部品収納部の設計を目的とした計算を意図した値である。 

 

5.4 タイプ 1b－プレステープ（公称テープ幅 8 mm） 

プレステープの寸法は，図 5～図 7 及び表 6～表 8 による。 

 

図 5－テープ寸法図（P0＝4 mm で P1＝2 mm 及び P0＝4 mm で P1＝1 mm） 
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a) 部品収納部ピッチ 2 mm b) 部品収納部ピッチ 1 mm c) ポケットオフセット：両側 

にそれぞれ 0.05 mm 以下 
 

図 6－部品収納部ピッチの 2 mm 及び 1 mm に固有のテープ寸法，並びにポケットオフセット 

 

 

 
 

部品の傾き 
側断面又は正面断面図 

部品の水平方向の回転 
上面図 

部品の横方向の偏り 
上面図 

a) 見取り図 D b) 見取り図 E c) 見取り図 F 
 

図 7－部品の傾き，水平方向の回転及び横方向の偏り 
 

 

表 6－公称テープ幅 8 mm のプレステープの共通寸法 
単位 mm 

公称 
テープ幅 

D0 a) E1 G 
最小値 

P0 T 
最大値 

T1 
最大値 

T3－T 
最大値 b) 

P0 の累積 
ピッチ 
許容差 

8 0.1
01.5＋  1.75±0.1 0.75 4.0±0.1 1.1 0.1 0.1 ±0.1/10 

ピッチ 
記号は，図 5 及び図 6 による。 
注 a) 寸法記号が 1005M 以下の部品を高密度実装する場合など，より高い位置精度が必要な場合には，D0＝

0.05
01.5＋ とすることが望ましい。 

注 b) 部品寸法が 1005M 以下の場合，膨らみ（T3－T）は最大 0.05 mm までの範囲内にすることが望ましい。 

 

 

 

部品の傾き 
表 8 参照 

部品の横方向の偏り 
表 8 参照 

部品の水平方向の回転 
表 8 参照 

A0 

部品の中心線 

B0 

部品収納部の

中心線 
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表 7－公称テープ幅 8 mm のプレステープの個別寸法 
単位 mm 

公称 
テープ

幅 

CT 
最大値 

E2 
最小値 

F P1 P2 P3 P4 W A0，B0 
及び K0 

8 4.35 6.25 3.5±0.05 P1＝1 の場合 
1.0±0.05 

P1＝1 の場合 
1.0±0.05 

P1＝1 
の場合 

2.0±0.05 

P1＝1 
の場合 

3.0±0.05 

8.0＋0.3
－0.1 5.2 

参照 
P1＝2 の場合 

2.0±0.05 
P1＝2 の場合 

2.0±0.05 
P1＝4 の場合 

4.0±0.1 
P1＝4 の場合 

2.0±0.05 
記号は，図 5～図 7 による。 

 

表 8－部品の傾き，水平方向の回転及び横方向の偏り 

公称テープ幅 
mm 

部品の傾き 
（設計値）a) 

最大値 

部品の水平方向の回転 
（設計値）a) 

最大値 

部品の横方向の偏り 
最大値 

mm 
8 20° 20° 部品寸法≦0603M の場合 0.12 

部品寸法＝1005M の場合 0.20 
部品寸法≧1608M の場合 0.30 

用語は，図 7 による。 
注 a) 設計値は，包装材の設計だけを目的とした計算のための値である。例えば，部品の傾きの値は，測定さ

れる値を意図したものではなく，キャリアテープの部品収納部の設計を目的とした計算を意図した値で

ある。 

 

5.5 タイプ 2a－部品収納部ピッチ 2 mm 以上の単一送り穴のエンボステープ（公称テープ幅の 8 mm，

12 mm，16 mm 及び 24 mm） 

部品収納部ピッチ 2 mm 以上の単一送り穴のエンボステープの寸法は，図 8～図 10 及び表 9～表 11 によ

る。 

 

図 8－タイプ 2a のエンボステープの寸法（公称テープ幅の 8 mm，12 mm，16 mm 及び 24 mm） 
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a) 部品収納部ピッチ 2 mm b) ポケットオフセット：両側に 

それぞれ 0.05 mm 以下 

図 9－部品収納部ピッチ 2 mm のテープ寸法及びポケットオフセット 

 

 

 

 

部品の傾き 
側断面又は正面断面図 

部品の水平方向の回転 
上面図 

部品の横方向の偏り 
上面図 

a) 見取り図 G b) 見取り図 H c) 見取り図 I 

図 10－部品の傾き，水平方向の回転及び横方向の偏り 
 

 

表 9－公称テープ幅の 8 mm～24 mm のエンボステープの共通寸法 
単位 mm 

公称テープ幅 D0 E1 G  
最小値 

P0 T 
最大値 

T1 
最大値 

P0 の累積ピッチ 
許容差 

8～24 0.1
01.5＋  1.75±0.1 0.75 P1≧4 の場合 

4.0±0.1 
0.6 0.1 ±0.2/10 ピッチ 

P1＝2 の場合

4.0±0.05 
記号は，図 8 及び図 9 による。 

 

 

 

 

 

部品の傾き 
表 11 参照 

部品の横方向の偏り 
表 11 参照 

部品の水平方向の回転 
表 11 参照 

A0 

部品の中心線 

B0 

部品収納部の

中心線 
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表 10－公称テープ幅の 8 mm～24 mm のエンボステープの個別寸法 
単位 mm 

公称 
テープ幅 

B1 
最大値 

D1 a) 
最小値 

E2 
最小値 

F P1 P2 T2 
最大値 

W A0，B0 
及び K0 

8 4.35 0.3 6.25 3.5±0.05 2.0±0.05 
4.0±0.1 

2.0±0.05 3.5 8.0＋0.3
－0.1 5.2 参照 

12 8.2 1.5 10.25 5.5±0.05 2.0±0.05 
4.0±0.1～ 
12.0±0.1 

b) 

2.0±0.05 6.5 12.0＋0.3
－0.1 

16 12.1 1.5 14.25 7.5±0.1 4.0±0.1～ 
16.0±0.1 

b) 

2.0±0.1 9.5 16.0＋0.3
－0.1 

24 20.1 1.5 22.25 11.5±0.1 4.0±0.1～ 
24.0±0.1 

b) 

2.0±0.1 12.5 24.0＋0.3
－0.1 

記号は，図 8～図 10 による。 
注 a) 部品を容易に，かつ，確実に取り出すため，又は部品検査若しくはその他の用途のために，部品収納部の底

の中心に孔を設けてもよい。 
注 b) 対応国際規格の表内には，公称テープ幅 12 mm 以上で P1 が 4 mm 以上の場合に，“4.0 mm increments”と記

載があるが，公称値の間隔は，4.0 mm であることを示している。 

 

表 11－部品の傾き，水平方向の回転及び横方向の偏り 

公称テープ幅 
 

mm 

部品の傾き 
（設計値）a) 

最大値 

部品の水平方向の回転 
（設計値）a) 

最大値 

部品の横方向の偏り 
最大値 

mm 
8 及び 12 10° 20° 0.5 

16 及び 24 10° 10° 0.5 
用語は，図 10 による。 
市場では，長さ又は幅のうちいずれかが 1.2 mm 未満の部品は，部品の水平方向の回転が 10°以下の傾向がある。 
市場では，長さ又は幅のうちいずれかが 1.2 mm 未満の部品は，部品の横方向の偏りが 0.2 mm 以下の傾向がある。 
ベアダイ製品の公称テープ幅が 8 mm テープの場合，部品の横方向の偏りは，部品収納部の寸法にかかわらず，

0.1 mm 以下とすることが望ましい。 
ベアダイ製品の公称テープ幅が 12 mm の場合，部品の横方向の偏りは，部品収納部の寸法にかかわらず，0.15 mm

以下とすることが望ましい。 
注 a) 設計値は，包装材の設計だけを目的とした計算のための値である。例えば，部品の傾きの値は，測定される

値を意図したものではなく，キャリアテープの部品収納部の設計を目的とした計算を意図した値である。 

 

 

5.6 タイプ 2b－部品収納部ピッチ 1 mm の単一送り穴のエンボステープ（公称テープ幅 4 mm） 

部品収納部ピッチ 1 mm の単一送り穴のエンボステープの寸法は，図 11～図 13 及び表 12～表 14 によ

る。 
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図 11－タイプ 2b エンボステープ 

 

 
 ポケットオフセット：両側にそれぞれ 0.03 mm 以下 
 

 

図 12－ポケットオフセット 

 

 

 

 

部品の傾き 
側断面又は正面断面図 

部品の水平方向の回転 
上面図 

部品の横方向の偏り 
上面図 

a) 見取り図 J b) 見取り図 K c) 見取り図 L 
 

図 13－部品の傾き，水平方向の回転及び横方向の偏り 
 

 

 

部品の傾き 
表 14 参照 

部品の横方向の偏り 
表 14 参照 

部品の水平方向の回転 
表 14 参照 

A0 

部品の中心線 

B0 

部品収納部の

中心線 
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表 12－公称テープ幅 4 mm の共通寸法 
単位 mm 

公称 
テープ幅 

D0 E1 G 
最小値 

P0 T 
最小値 

T 
最大値 

T1 
最大値 

P0 の累積ピッチ 
許容差 

4 0.80±0.04 0.90±0.05 0.50 2.00±0.04 0.15 0.40 0.08 ±0.1/20 ピッチ 
記号は，図 11 による。 

 

表 13－公称テープ幅 4 mm の個別寸法 
単位 mm 

公称 
テープ幅 

B1 
最大値 

E2 
最小値 

F P1 P2 T2 
最大値 

W A0，B0 及び K0 

4 1.48 a) 3.07 1.8±0.03 1.0±0.03 1.0±0.03 1.1 4.0±0.08 5.2 参照 
記号は，図 11～図 13 による。 
注 a) 参考値 

 

表 14－部品の傾き，水平方向の回転及び横方向の偏り 

公称 
テープ幅 

部品の傾き 
（設計値）a) 

最大値 

部品の水平方向の回転 
（設計値）a) 

最大値 

部品の横方向の偏り 
最大値 

mm 
4 20° 20° 部品寸法＝0201M の場合 0.08 

部品寸法＝0402M の場合 0.10 
部品寸法＝0603M の場合 0.12 
部品寸法＞0603M の場合 0.20 

用語は，図 13 による。 
注 a) 設計値は，包装材の設計だけを目的とした計算のための値である。例えば，部品の傾きの値は，測定さ

れる値を意図したものではなく，キャリアテープの部品収納部の設計を目的とした計算を意図した値で

ある。 

 

5.7 タイプ 3－送り穴が 2 列のエンボステープ（公称テープ幅の 32 mm～200 mm） 

送り穴が 2 列のエンボステープの寸法は，図 14～図 16 及び表 15～表 17 による。 
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図 14－エンボステープ 

 

 

図 15－送り穴のずれ 

 

 

 

 

 

部品の傾き 
側断面又は正面断面図 

部品の水平方向の回転 
上面図 

部品の横方向の偏り 
上面図 

a) 見取り図 M b) 見取り図 N c) 見取り図 O 

図 16－部品の傾き，水平方向の回転及び横方向の偏り 
  

部品の傾き 
表 17 参照 

部品の横方向の偏り 
表 17 参照 

部品の水平方向の回転 
表 17 参照 

A0 

部品の中心線 

B0 

部品収納部の

中心線 
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表 15－公称テープ幅の 32 mm～200 mm のエンボステープの共通寸法 
単位 mm 

公称 
テープ幅 

D0 D1 a) 
最小値 

d E1 P0 T 
最大値 

T1 
最大値 

P0 の累積ピッチ 
許容差 

32～200 0.1
01.5＋  2.0 0.2±0.05 1.75±0.1 4.0±0.1 1.0 0.1 ±0.2/10 ピッチ 

記号は，図 14 による。 
注 a) 自動ピックアップ装置によって，部品を部品収納部から容易に，かつ，確実に取り出しが可能なよう

に，部品収納部底面の中心に孔を設けてもよい。 

 

表 16－公称テープ幅の 32 mm～200 mm のエンボステープの個別寸法 
単位 mm 

公称 
テープ

幅 

B1 
最大値 

F P1 a) P2 S ずれ 
（Skew） 
最大値 

T2  
最大値 

W A0，B0， 
及び K0 

32 23.0 14.2±0.1 4.0±0.1 
～32.0±0.1 

2.0±0.1 28.4±0.1 0.05 12.5 32.0±0.3 5.2 参照 

44 35.0 20.2±0.1 4.0±0.1 
～44.0±0.1 

2.0±0.15 40.4±0.1 16.0 44.0±0.3 

56 46.0 26.2±0.1 4.0±0.1 
～56.0±0.1 

2.0±0.15 52.4±0.1 20.0 56.0±0.3 

72 60.0 34.2±0.30 4.0±0.15 
～72.0±0.15 

2.0±0.2 68.4±0.1 0.1 30.0 72.0±0.3 
88 76.0 42.2±0.30 84.4±0.1 88.0＋0.4

－0.3 
104 91.0 50.2±0.35 4.0±0.20 

～72.0±0.20 
2.0±0.25 100.4±0.2 0.15 35.0 104.0＋0.5

－0.3 
120 107.0 58.2±0.35 116.4±0.2 40.0 120.0＋0.5

－0.3 
136 123.0 66.2±0.40 4.0±0.25 

～72.0±0.25 
2.0±0.3 132.4±0.2 136.0＋0.5

－0.3 
152 139.0 74.2±0.40 148.4±0.3 152.0＋0.6

－0.3 
168 153.0 82.2±0.45 4.0±0.30 

～72.0±0.30 
2.0±0.35 164.4±0.3 0.2 168.0＋0.6

－0.3 
184 169.0 90.2±0.45 180.4±0.3 184.0＋0.6

－0.3 
200 185.0 98.2±0.50 4.0±0.35 

～72.0±0.35 
2.0±0.4 196.4±0.3 200.0＋0.6

－0.3 

記号は，図 14 及び図 15 による。 
注 a) 対応国際規格の表内には，P1 に，“4.0 mm increments”と記載があるが，公称値の間隔は，4.0 mm であること

を示している。 
 

 

表 17－部品の傾き，水平方向の回転及び横方向の偏り 

公称テープ幅 部品の傾き 
（設計値）a) 

最大値 

部品の水平方向の回転 
（設計値）a) 

最大値 

部品の横方向の偏り 
最大値 

mm 
32，44 及び 56 10° 10° 1.0 

72～200 5° 10° 1.0 
用語は，図 16 による。 
注 a) 設計値は，包装材の設計だけを目的とした計算のための値である。例えば，部品の傾きの値は，測定さ

れる値を意図したものではなく，キャリアテープの部品収納部の設計を目的とした計算を意図した値で

ある。 
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5.8 タイプ 4－個片化したベアダイ及びその他の表面実装用部品のための，上面カバーテープをもたな

い粘着式プラスチックパンチテープ（公称テープ幅の 8 mm，12 mm，16 mm 及び 24 mm） 

個片化したベアダイ及びその他の表面実装用部品のための，上面カバーテープをもたない粘着式プラス

チックパンチテープの寸法は，次によるほか，図 17～図 19 及び表 18～表 20 による。タイプ 4 のキャリ

アテープは，個片化したベアダイのような部品を自動実装するために，設計している。部品は，粘着フィ

ルム上の開口部に装着する。装着部の開口寸法は，寸法 V1 及び寸法 V2（多様な部品のランドパターンに対

応可能なようにするため，実用上の最大寸法とする。）で表す仮想境界である。部品の位置決め及び装着位

置のずれは，9.4.2 の規定による。 

 

 
図 17－粘着式プラスチックパンチテープの寸法（部品装着部ピッチ 4 mm） 

 

 

 

図 18－部品装着部ピッチ 2 mm の例 

 

T4 
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図 19－部品の水平方向の回転及び横方向の偏り 

 

表 18－粘着式プラスチックパンチテープの共通寸法 
単位 mm 

公称 
テープ幅 

D0 E1 P0 P2A T4 
最大値 

G 
最小値 

T 
最大値 

Wp P0 の 
累積ピッ

チ許容差 
8，12，
16 及び

24 

0.05
01.5＋  1.75±

0.1 
4.0±
0.025 

W＝8 及び 12
の場合 

2.0±0.05 

0.1 0.75 1.1 a), b), c) ±0.2/10 
ピッチ 

W＝16 及び 24
の場合 

2.0±0.1 
記号は，図 17～図 19 による。 
注 a) 粘着テープの間隔 Wp は，部品の仕様（寸法及び専有面積）によって，受渡当事者間で決定する寸法である。

その目的を，次に示す。 
a) 部品の吸着を確実にするために，粘着力を最小化する。これは，粘着フィルムとの接触面が 10 mm2 以上

の部品にとっても特に重要である。 
b) テープを巻き取る場合，及び引き出す場合に，部品を装着部にしっかり保持する。 

注 b) Wp は，一般的に Wp≦(1/2×部品の V2 方向の寸法)になる（図 17 参照）。 
注 c) Wp の中心は，FA の位置と一致している。 

 

  

a))) b) 
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表 19－粘着式プラスチックパンチテープの個別寸法 
単位 mm 

公称 
テープ幅 

FA P1 V1 V2 W 

8 3.50±0.05 2.0±0.05 
4.0±0.1 

1.5 3.1 8.0＋0.2
－0.1 

3.1 3.1 
12 5.50±0.05 2.0±0.05 

4.0±0.1～12.0±0.1 
1.5 6.35 12.0＋0.2

－0.1 
3.1 6.35 
6.35 6.35 

16 7.50±0.05 4.0±0.1～16.0±0.1 6.35 10.2 16.0＋0.2
－0.1 

10.2 10.2 
24 11.50±0.05 4.0±0.1～24.0±0.1 10.2 17.3 24.0＋0.2

－0.1 
14.0 17.3 

記号は，図 17～図 19 による。 
注記 1  タイプ 1a，タイプ 1b，タイプ 2a 及びタイプ 2b で規定している寸法 E2 は，最小値だけであり，

タイプ 4 では，W（最大値）から E1 の値を差し引くことによって参考寸法を導くことが可能であ

る。 
注記 2 対応国際規格の表内には，P1 が 4 mm 以上の場合に，“4.0 mm increments”と記載があるが，公称

値の間隔は，4.0 mm であることを示している。 

 

表 20－部品の水平方向の回転及び横方向の偏り 

公称テープ幅 
mm 

部品の水平方向の回転 
最大値 

部品の横方向の偏り 
最大値 

mm 
8，12，16 及び 24 5° P1＝2 の場合 0.05 

P1＝4 の場合 0.1 
用語は，図 19 による。 

 

6 テープ内の部品の極性及び向きの要求事項 

6.1 全てのタイプに対する要求事項 

全てのタイプに対する要求事項は，次による。 

a) 全ての極性をもつ部品は，一方向に整列させる。2 端子の部品は，個別規格に規定がない場合には，

陰極側を送り穴側とするか，又はテーピングのトレーラ部側とする。 

b) 2 個以上の端子をもつフラットパッケージ（例えば，チップキャリア及び SO パッケージ）部品は，個

別規格に規定がない場合，1 番端子を送り穴側とする。 

c) 2 個以上のパッド及び端子をもつダイ製品（ベアダイ又はバンプダイ）は，個別規格に規定がない場

合には，1 番パッドを送り穴側とする。 

d) IEC 60191-2 によるスタンプリード形部品は，端子が 1 個側をテープの送り穴に最も近い部品収納部

側に向け，実装面側を部品収納部の底面側とする。 

e) 同一方向に 2 端子をもつ水晶発振子は，端子側を送り穴側とする。 

f) その他の形状又は端子構造の部品に対する極性又は向きは，個別規格に規定する（図 20 参照）。 
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 a) 陰極が左上 b) 1 番端子が左上 c) 1 番端子が右上 

 a)の記号“－”は，陰極をもつ部品の陰極側を表す。b)の記号“●”は，2 個以上の端子をもつ部品の 1 番端子の

位置を表す。ただし，1 番端子の位置が b)のようにならない場合は，c)のようにしてもよい。 
  

図 20－極性及び向きの例 

 

6.2 タイプ 1a に対する要求事項 

タイプ 1a は，キャリアテープの両面に上面カバーテープと底面カバーテープとが存在する。そのため，

部品の実装面側がキャリアテープの底側又は上面側となる場合がある（11.1 参照）。部品の実装面を反転す

る必要がある場合（表面実装用部品では可能性がある。）には，テープを巻き直し，底面カバーテープ側を

剝がすことで部品を反転させる。 

6.3 タイプ 4 に対する要求事項 

一般的に，部品の非実装面をテープの底面側の接着材層に，貼り付ける。この向きは，部品の保持のた

めのカバーテープがないため，開口した収納部内での元の位置を維持しているかについての付加的な外観

検査及び調査試験を可能にする。フリップチップ又は WLCSP（ウェーハレベルチップサイズパッケージ）

の場合には，部品は，その目的で設計した特殊な接着材層に“バンプを上向き”方向に置いてもよい。粘

着テープに対して“バンプを下向き”方向は，バンプを磨滅又は機械的取扱いに起因する損傷から保護す

る。 

7 キャリアテープの要求事項 

7.1 テーピング材料 

テーピング材料及びテーピング方法は，静電気に弱い部品が損傷しないように選定する。 

キャリアテープに，部品が付着してはならない。 

7.2 最小曲げ半径（全てのタイプに適用） 

テープを表 21 に示すテープ幅ごとの最小曲げ半径（キャリアテープの底側を基準として測定，図 21 参

照）で曲げた場合に，テープの損傷がなく，かつ，部品はテープ内での位置及び向きを維持する。 

テープの材料は，表 21 に規定する半径に，特別の補助なしで容易に曲げることが可能な特性をもつ材料

が望ましい。 

部品を収納したテープは，損傷することなく，表 21 に規定する半径 R の周りに巻き付けることが可能

でなければならない。 
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図 21－曲げ半径 

 

表 21－最小曲げ半径 
単位 mm 

W P1 R 
最小値 

タイプ 1a，タイプ 1b，タイプ 2a， 
タイプ 2b 及びタイプ 3 

タイプ 4 だけに適用 b) 

4 1 25 25 
8 1，2 及び 4 25 25 

12 2，4 及び 8 30 a) 50 
16 4，8，12 及び 16 30 50 
24 4，8 及び 12 30 50 
24 16 及び 24 30 89 
32 4～32 40 適用しない 
44 4～44 40 適用しない 
56 4～56 50 適用しない 

72～200 4～72 b) 75 適用しない 
注 a) パンチテープの最小曲げ半径は，25 mm とする。 
注 b) 部品を装着したテープの最小曲げ半径は，部品収納部の V1 方向の部品寸法に比例する。個片化した

ベアダイを装着した 24 mm 幅テープで部品収納部ピッチ P1（図 17 参照）が 16 mm の場合，最小曲

げ半径は，100 mm が望ましい。必要がある場合，有効なリールのハブ径 N（図 26 参照）を確保す

るために，テープのトレーラ部を長くして巻き付けることが可能である。 

 

7.3 テープの反り 

テープの反りは，キャリアテープを 2 枚のプレートの間を通過させ，テープに張力をかけずに測定する。

テープの反りを正確に測定するためには，長さ 250 mm のキャリアテープの左右両端を平行板のまっすぐ

な面に接触させ，図 22 のように，接触させたテープの左端と右端との間のテープ反りの最大値を測定す

る。この反りは，個別仕様書に規定がない場合，キャリアテープ長さ 250 mm 当たり，いずれの方向にも

1 mm 以下とする。 

 

a) b) 
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図 22－テープ測定方法及びテープの反り（上面図及び側面図） 

8 カバーテープの要求事項（タイプ 1a，タイプ 1b，タイプ 2a，タイプ 2b 及びタイプ 3 に適用） 

タイプ 1a，タイプ 1b，タイプ 2a，タイプ 2b 及びタイプ 3 のカバーテープの要求事項は，次による。 

a) カバーテープは，送り穴（タイプ 1a，タイプ 1b，タイプ 2a，タイプ 2b 及びタイプ 3）及び細長い送

り穴（タイプ 3）を塞いではならない。 

b) カバーテープの材質及び接着材は，部品の機械的及び電気的な特性並びに表示に悪影響を与えてはな

らない。 

c) カバーテープに部品が付着してはならない。 

d) カバーテープは，剝離していてはならない。 

e) カバーテープは，キャリアテープのふちからはみ出してはならない。 

f) カバーテープは，部品収納部間のキャリアテープ部分と接着してはならない。 

キャリアテープとカバーテープとの部品収納間での接着の例外として，厚さが薄い部品の場合は，

テープの巻取り又は引出しのときに部品収納部間を移動しないように，剝離強度の許容範囲内で上面

カバーテープと，部品収納部間のキャリアテープの表面とをドットシールしてもよい（図 23 及び表

22 参照）。 

個別規格



23 
C 0806-3：2023  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

 

図 23－薄い部品のドットシール例（例外） 

 

g) カバーテープの破断強度は，10 N 以上とする。 

h) 剝離強度試験における，引き剝がすときのカバーテープと引出し方向とによる角度は，165°～180°
とする。このとき，カバーテープは，引出し方向に沿ってキャリアテープの両側に均一に付着させる。 

i) 引剝がし速度 300 mm/min±10 mm/min での剝離強度は，表 22 による。 

表 22－剝離強度 

公称テープ幅 
W 

mm 

剝離強度 a)  
 

N 
4 0.1～0.7 
8 0.1～1.0 

12～56 0.1～1.3 
72～200 0.1～1.5 

タイプ 1a，タイプ 1b 及びタイプ 2b：寸法記号が 0603M 以下の極小部品の場合，質量が非常に小

さいため，カバーテープを剝離するときに部品収納部から飛び出す可能性がある。このような部品

に対して，剝離強度は，0.2 N±0.1 N の範囲内とすることが望ましい。剝離強度は，時間経過によっ

て経年変化することがあるため，テーピング後 7 日間以上，この値を維持可能なことが望ましい。 
適正なカバーテープの剝離強度を維持するために，使用者からの特別な要求がない限り，テープは

反対方向（カバーテープを内側にした曲げ）に曲げてはならない。 
注 a) 図 23 のように部品収納部間がドットシールされている場合は，剝離力が高くなる可能性が

ある。 

 
  

キャリアテープ ドットシール 

カバーテープ 
シールドライン a) 上面図 

ドットシール 
部品 

b) 断面図 A－A 
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9 部品のテーピング及び追加要求事項 

9.1 全てのテープに適用 

部品は，テープの部品収納部及び部品装着部から落下してはならない。一般に，キャリアテープは片側

のカバーテープ（エンボステープ）又は両側のカバーテープ（パンチテープ）によって部品の落下を防止

している。タイプ 1a，タイプ 1b，タイプ 2a，タイプ 2b 及びタイプ 3 のカバーテープの要求事項を，箇条

8 に示す。タイプ 4 では，テーピングするときに粘着テープによって部品を保持するため，カバーテープ

を用いない。 

リールに巻くことによって隣り合ったテープ同士が，リール内で互いに付着してはならない。 

テープは，端子のマイグレーション若しくは端子のはんだ付けを困難とする，又は化学変化による部品

の特性若しくは端子が劣化する原因となるガスの発生がなく，テーピングした部品を保管するのに適して

いなければならない。 

キャリアテープの材質は，実装機にテーピングした部品を供給する場合，テープを引き出すことによっ

て破断するような経年変化及び強度の劣化があってはならない。キャリアテープの材質は，実装時に部品

の適切な供給を妨げるような層間の剝離があってはならない。 

引出し方向におけるテープの破断強度は，10 N 以上とする。接続用テープは，キャリアテープ及びカバ

ーテープの表面に付着が可能で，キャリアテープ及びカバーテープの搬送を妨害しない性能をもつことが

望ましい。テープをつなぎ合わせる場合には，継ぎ目のそれぞれの側での送り穴のずれは，いずれの方向

に対しても±0.15 mm の範囲内とする。 

テープ及び実装機内部での，摩擦，剝離などで発生する静電気による電子部品の障害及び実装不良を最

小限にするために，静電気電荷の発生及び漏えいを抑制するような包装材料を選定することが望ましく，

また，テーピング機及び実装機の稼働時に静電気の発生しにくい運転環境を考慮することを推奨する。 

注記 静電気に関しての指針は，IEC 61340-5-1 及び IEC TR 61340-5-2 を参照。 

テープ幅 4mm，8mm，12mm 及び 16mm のテーピングにおいて，キャリアテープからカバーテープを引

き剝がすときの，次の静電気特性を測定する方法を附属書 B に示す。 

a) 発生した静電気電位 

b) キャリアテープの長さ方向に作用する静電気漏えい性能 

9.2 タイプ 1b に対する特定の要求事項 

返り，毛羽及び戻りは，最小限にとどめることが望ましく，部品を取り出すときに影響があってはなら

ない。毛羽は，部品実装に不都合な影響があってはならない。 

キャリアテープの厚さ（T 及び T3），部品収納部（A0 及び B0）及び深さ（K0）の寸法の推奨測定方法は，

附属書 A による。 

9.3 タイプ 2b に対する特定の要求事項 

エンボステープ及びカバーテープには，微粉の発生がない帯電防止特性をもつプラスチックを用いる。 

エンボステープの素材は，用いるクリーンルームのクラスに適した材料であることが望ましい。 
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9.4 タイプ 4 に対する特定の要求事項 

9.4.1 一般事項 

部品は，キャリアテープの粘着面から脱落せずに，自動実装のための固定位置を維持する。部品は，粘

着面にしっかり固定する。部品は，粘着面に固定した後に横方向及び回転方向にずれてはならない。 

引出し中に，部品は，損傷及び粘着剤残さの付着がなく，キャリアテープから容易に取り出すことが可

能でなければならない。 

粘着剤は，位置ずれ及び剝がれがあってはならない。 

9.4.2 座標システム 

タイプ 4 の座標システムの要求事項は，次による。 

a) 図 24 で示す座標システムは，粘着式プラスチックパンチキャリアテープ上の部品の配置とともにキ

ャリアテープの寸法を示す。 

b) 横座標は，連続テープの全長にわたる送り穴の過半数の中心部を一列に整列した無限長の 0－0 基準

軸である。 

c) 縦座標は，横座標に対して垂直な直線であって，かつ，横座標に沿って一列に整列した各送り穴の中

心の位置ごとに構成する直線である。 

d) 粘着式プラスチックパンチキャリアテープの部品装着部は，キャリアテープの長さ方向にあらかじめ

規定する間隔で部品を装着するための仮想境界で構成する。 

e) 横座標及び縦座標からの距離で表す横方向及び縦方向の座標位置は，個々の仮想境界内に装着する部

品の水平面内の中心に対応する部品目標中心点の位置である。 

f) 部品の中心は，仮想境界内の部品目標中心点から直径 0.2 mm 以内とする（図 24 及び図 25 参照）。 

g) 部品の回転は，送り穴の横座標中心軸から 5°以下とする（図 19 参照）。 

h) 表 18 及び表 19 に規定する許容差を遵守することによって，次の 1)～4)の重要基準の維持が確実にな

る。 

1) 全ての送り穴の中心を通る横座標に沿った正確な整列 

2) キャリアテープの全長にわたる送り穴の一貫したピッチ 

3) 全ての送り穴の一定した直径 

4) キャリアテープ内の部品の極性及び向き 

表 23－部品の目標位置 
単位 mm 

公称テープ幅 FA P2A 
8 3.5 2.0 

12 5.5 2.0 
16 7.5 2.0 
24 11.5 2.0 
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図 24－タイプ 4 座標システム 

 

9.4.3 部品の位置及び横方向の偏り 

部品の位置及び横方向の偏りは，図 19 及び図 25 を参照。タイプ 4 の部品の位置は，タイプ 1a，タイプ

1b，タイプ 2a，タイプ 2b 及びタイプ 3 のように部品収納部から決定するのではなく，P2A 及び FA による

絶対的な位置としての仮想目標位置によって決める。異なったキャリアテープ寸法に対する送り穴の中心

を起点とした，この絶対的な位置としての目標位置を，表 23 に示す。 

この目標位置から実際の部品位置までの最大位置ずれは，図 25 b)に示し，プラス及びマイナス（±）の

許容差がある。この位置ずれは，部品配置システムの精度によるものであり，キャリアテープの精度によ

るものではない。 

タイプ 4 のキャリアテープで部品を供給する場合は，使用者が部品の水平面内での回転及び横方向の位

置ずれの最大値を規定することが，一般的である。ピックアップ位置における部品の配置位置の繰返し精

度が重要である場合には，表 18 及び表 19 よりも厳しい許容差となる［図 25 b)参照］。部品は，キャリア

テープの上面からはみ出してはならない。図 25 a)に示すように，部品の厚さ（Z）は，パンチキャリアテ

ープの厚さ（T）を超えてはならない。 

 

図 25－部品のクリアランス及び位置決め方法 

 

a) b) 
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9.5 ダイ製品の入っているテープに対する特定の要求事項 

9.5.1 一般事項 

ベアダイ及びバンプ付きベアダイ（フリップチップ）のようなダイ製品は，テーピング中，搬送中，保

存中及び取出し中に損傷しないように，特殊な取扱いを要求する。これらの製品タイプに対して設計した

テープは，通常，ダイを保護するため，エッジ又はコーナーのチッピングの発生を防止し，また，バンプ

付きベアダイの場合には，バンプを保護するための信頼できる設計上の特徴を保有していなければならな

い。非常に薄いダイは，隣り合った部品収納部間でカバーテープの下に滑り込むことがないように，特別

な注意を払うことが望ましい。 

注記 ダイ製品の推奨取扱いに関する更に詳しいガイダンスは，IEC TR 62258-3 を参照。 

テーピングをダイ製品に用いる場合は，次の 9.5.2～9.5.4 を考慮することが望ましい。 

9.5.2 ダイ製品向けテープ設計 

タイプ 1a，タイプ 2a 及びタイプ 2b は，ダイの角と部品収納部の角とが接触しないように収納部に特別

な設計上の配慮をすることが望ましい。正方形又は円形のレリーフを用いてもよい。 

タイプ 2a 及びタイプ 2b は，バンプを下側にしてダイを部品収納部に置く場合には，部品収納部底部に

バンプ付きベアダイを保護するための特殊な特徴をもつことが望ましい。 

タイプ 4 は，本質的にダイ製品に対して設計しているため，特別な特徴を要求しない。 

注記 タイプ 1b 及びタイプ 3 は，ダイ製品への使用には適さない。 

9.5.3 クリーン度 

ダイ製品を収納するためのテープは，クリーンルームに用いるクラスの要求事項を満たさなければなら

ない。テープの入ったシールドバックは，クリーンルームのような適切な環境下だけで開封する。 

テープは，取扱い中又は保管中にダイの表面に付着し，損傷の原因となるようなばり及び微小粒子が発

生してはならない。 

カバーテープを引き剝がす場合に，ダイ製品に付着又は損傷を起こす可能性がある，繊維又は残留物が

放出されないように予防措置を講じることが望ましい。 

9.5.4 ダイ製品の横方向の動き（タイプ 1a，タイプ 2a 及びタイプ 2b に適用） 

ダイ製品の角は壊れやすいため，キャリアテープの部品収納部は，挿入，取出し及び搬送の間，部品収

納部内でダイの横方向への動きが最小限になるように設計することが望ましい。横方向の動きを最小限に

抑えるために必要な公差を満たすには，特別な穴あけ加工又は成形が必要になる場合がある。 

ダイ製品は，一般に横方向への偏りを最小にするために厳しい許容差が必要となる。 

8 mm 幅キャリアテープ及び 4 mm 幅キャリアテープの横方向の偏りは，0.1 mm 以下とすることが望ま

しい。キャリアテープ幅が 8 mm を超える場合の横方向の偏りは，0.15 mm 以下とすることが望ましい。 
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10 リールの要求事項 

10.1 寸法 

10.1.1 一般事項 

テープ巻取りに関係するリールの重要寸法は，次による。部品及びカバーテープがリールからはみ出さ

ないように部品総数を選定する（径方向）。 

10.1.2 リール寸法 

リール寸法は，図 26 及び表 24 による。 

 

図 26－リール 
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表 24－リール寸法 
単位 mm 

公称テープ幅 
W 

リール径 a) 
A 

ハブ径 
N 

リール内側幅 
W1 b) 

リール外側幅 
W2 

リール内側幅 
W3 

リール内側幅 
W3 

 最大値 最小値  最大値 最小値 最大値 
4 180 50 4.2＋0.75 7.95 3.9 5.95 
8 382 50 8.4＋1.5 14.4 7.9 10.9 

12 60 d) 12.4＋2 18.4 11.9 15.4 
16 60 16.4＋2 22.4 15.9 19.4 
24 60 c) 24.4＋2 30.4 23.9 27.4 
32 80 32.4＋2 38.4 31.9 35.4 
44 80 44.4＋2 50.4 43.9 47.4 
56 100 56.4＋2 62.4 55.9 59.4 
72 609 150 72.4（最小値） 89.0 テープ幅に応じた 

適切な寸法にする。 88 88.4（最小値） 105.0 
104 104.4（最小値） 121.0 
120 120.4（最小値） 137.0 
136 136.4（最小値） 153.0 
152 152.4（最小値） 169.0 
168 168.4（最小値） 185.0 
184 184.4（最小値） 201.0 
200 200.4（最小値） 217.0 

記号は，図 26 による。 
注 a) 推奨の公称リール径は，180 mm，254 mm，284 mm，330 mm，360 mm，382 mm 及び 560 mm である。 
注 b) ハブの位置で測定する。 
注 c) タイプ 4 のハブ径は，100 mm 以上とする。 
注 d) パンチテープの場合，最小径は 50 mm とする。 

 

10.1.3 リール穴の寸法 

リール穴の寸法は，図 27 及び表 25 による。 

 

図 27－リール穴の位置 
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表 25－リール穴寸法 
単位 mm 

記号 全てのタイプに適用 
B 1.5（最小値） 
D 20.2（最小値） 
C 13.0 ＋0.5

－0.2 
r 0.5×B 

記号は，図 27 による。 

リールのハブに，テープのトレーラ部を収納するハブ溝を設けてもよい。その場合は，リールのハブ溝

に対応する適切なリール窓部を設ける。 

10.1.4 ドライブ穴寸法（オプション） 

ドライブ穴寸法は，図 28 及び表 26 による。 

 

 
図 28－ドライブ穴レイアウト 

 

表 26－ドライブ穴寸法 
単位 mm 

記号 全てのタイプに適用 

DDH 7.6～9.5 
M 25.4～28.55 

記号は，図 26 及び図 28 による。 

ハブ直径は，次の状態によって適切に選択する。 

a) ドライブ穴は，リールのハブの内側の位置にする。 

b) ドライブ穴は，リールのハブ溝に干渉してはならない。 



31 
C 0806-3：2023  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

10.2 表示 

リールには，ラベル表示のための領域を設ける。ラベルは，送り穴とは反対側のフランジの外側に貼り

付ける（図 29 参照）。 

リールへの表示は，部品の個別規格の要求事項による。 

部品の個別規格の要求事項以外の情報の記載は，可読文字又は光学式文字認識（OCR），バーコード，磁

気方式などの機械読取用のコード形式であってもよい。 

バーコードを用いる場合は，JIS X 0503 に規定するコード 39 を推奨する。光学式文字認識（OCR）の場

合は，OCR-B を推奨する。 

注記 OCR-B は，JIS X 9001 に規定されている。 

11 テープ巻取りの要求事項 

11.1 全てのタイプに適用 

部品を装着したテープは，フィーダの後から見て，送り穴が左側の向きでテープが挿入可能なように巻

く（図 29 参照）。 

部品を装着したテープは，損傷することなく，ハブ（図 26 の寸法 N 参照）に巻き付けることが可能で

なければならない。 

部品を装着したテープは，自動実装機で使用可能なリールに巻く。 

部品の実装面側は，テープの底面側とする。底面側とは，テープをリールに巻いたとき，見えない方の

面である（図 29 参照）。 

 

図 29－テープ巻取り及びリール上のラベル位置 

 

11.2 タイプ 1a に対する特定の要求事項 

タイプ 1a は，キャリアテープの両面に上面カバーテープと底面カバーテープとが存在する。部品の実装

面を反転する必要がある場合（表面実装用部品では可能性がある。）には，テープを巻き直し，底面カバー

テープ側を剝がすことで部品を反転させる。 
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11.3 タイプ 4 に対する特定の要求事項 

一般的に，テープ内の部品を保護するためには，通常のリーダ部を含むテープをリールに巻くだけでよ

い。ただし，更なる保護のため，又はリーダが不十分な場合には，静電気拡散性をもつ保護材をリール全

体の周りに巻いてもよい。 

11.4 リーダ部及びトレーラ部 

11.4.1 一般事項 

リーダ部及びトレーラ部は，11.4.2，11.4.3 及び図 30 による。 

 

図 30－リーダ部及びトレーラ部 

11.4.2 リーダ部 

タイプ 1a，タイプ 1b，タイプ 2a，タイプ 2b 及びタイプ 3 のテープにおいて，リーダ部は，長さ 400 mm
以上とし，そのうち部品を収納していない長さ 100 mm 以上の部分は，カバーテープでシールしたテープ

とする。リーダ部の全てが，カバーテープでシールした部品を収納していないテープであってもよい。 

カバーテープをもたないタイプ 4 のテープのリーダ部は，長さ 100 mm 以上の部品を装着していないテ

ープとする。 

11.4.3 トレーラ部 

トレーラ部は，部品を収納していない長さ160 mm以上のカバーテープでシールしたテープ部分とする。

引出しによってテープの最後の部分の巻きがリールからほどけるとき，テープは，リールのハブから外れ

なければならない。 

11.5 リサイクル 

テープ及びリールの材料は，リサイクル可能な材料であることが望ましい。このような材料をリールに

用いる場合には，リサイクルマークをリールに表示する。 

リサイクルマークの材料表示は，JIS K 6999 によることが望ましい。 

11.6 部品欠落数 

リーダ部とトレーラ部との間の 1 リール当たりの最大部品欠落数は，1 個又は 0.025 %のうちいずれか大

きい方の数とする。 

部品は，2 個以上が連続して欠落してはならない。 
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附属書 A 
（規定） 

タイプ 1b に適用する推奨測定方法 
 

A.1 キャリアテープ厚さ（T 及び T3）の測定方法 

この測定に用いる測定器は，測定力 1.5 N 以下の外側マイクロメータとする。測定子の材質は，超硬合

金とし，部品収納部の膨らみを含めたテープ厚さを測定するために，先端径を 2.0 mm とすることが望ま

しい。 

キャリアテープ厚さを 0.001 mm の精度で測定する。送り穴側の平たん（坦）面を測定することによっ

て，プレス加工による裏面の膨らみを含めない寸法を T とする。また，プレス部を測定して，プレス加工

による裏面の膨らみを含めた寸法を T3 とする。 

キャリアテープ厚さの断面の測定位置を，図 A.1 に示す。 

 
図 A.1－キャリアテープ厚さの断面図 

 

A.2 部品収納部（A0 及び B0）の測定方法 

測定は，倍率 10 倍以上の測定用観察スコープ（一般的には測定顕微鏡，又はマイクロスコープがある。）

を用いる。 

部品収納部寸法の A0 及び B0 は，図 A.2 に示すように，プレス加工による基材の戻りを含んだ最小値を，

テープ上面から測定が可能な適切な光源を用いて測定する。このとき，毛羽は，寸法に含めない。 

 

キャリア 
テープ厚さ T3 

キャリア 
テープ厚さ T 

T3 測定位置 T 測定位置 

送り穴 

部品収納部 
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図 A.2－部品収納部断面  

 

A.3 部品収納部深さ（K0）の測定方法 

プレスによる部品収納部深さ K0 は，次の 2 点を基準に測定することが望ましい。 

－ 部品収納部底面の中心 

－ 部品収納部と隣接する送り穴との中間点表面 

部品収納部深さ K0 に対する非接触方式を用いた測定例を，図 A.3 に示す。 

 

 
図 A.3－部品収納部深さ寸法 

 
  

A0 及び B0 の最小値 A0 及び B0 の最小値 

A0 及び B0 の最小値 A0 及び B0 の最小値 

部品収納部深さ K0 

部品収納部と，隣接する送り穴

との中間点表面 
部品収納部底面の

中心 
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附属書 B 
（参考） 

表面実装用部品テーピングのカバーテープ引き剝がし時の 

静電気電位及び静電気漏えい性能の測定方法 

B.1 一般事項 

表面実装用部品（以下，SMD という。）の包装形態には，SMD テーピングが用いられている。SMD を

部品収納部から取り出すには，キャリアテープからカバーテープを引き剝がす必要がある。 

キャリアテープからカバーテープを引き剝がす時に，剝離による静電気が発生する。その静電気によっ

て，次のトラブルが発生する可能性がある。 

・ SMD が破壊する，及び／又は特性が劣化する。 

・ SMD がカバーテープに貼り付き，部品収納部が部品欠落状態となる。 

・ SMD がキャリアテープの部品収納部内に貼り付き，実装機における吸着不良となる。 

キャリアテープからカバーテープを引き剝がす作業によって発生する静電気及びその後の減衰時間は，

次の要因によって異なる。 

・ SMD テーピングに採用した包装材料，シール方法，カバーテープ引き剝がし作業前後の環境条件及び

引き剝がし条件。 

・ SMD の種類と寸法及びリール寸法。 

・ 保管条件。 
 
なお，上記の要因を考慮し，キャリアテープからカバーテープを引き剝がす場合に発生する静電気電位

を適切に測定する規格は存在しない。 

注記 接着テープ剝離時の静電気電位を測定する米国団体規格（例：ESD ADV11.2：1995）は存在する

が，非粘着テープには適用されない。 

その上，SMD テーピングの特徴を考慮した，静電気漏えい性能を適切に測定する規格も存在しない。 

したがって，実際にカバーテープを剝離する条件の下で，静電気電位及び静電気漏えい性能を測定する

新しい考えの新たな規格の制定が必要とされている。 

この附属書の方法によって得られる測定データは，静電気の影響に対し有効な対策を講じ，評価する上

で重要なツールとなる。 

この附属書は，キャリアテープからカバーテープを引き剝がす場合に発生する静電気電位の測定方法及

びキャリアテープの長さ方向に働く抵抗値による静電気漏えい性能の測定方法について記載する。 

この附属書は，テープ幅 4mm，8mm，12mm 及び 16mm の SMD テープに適用する。 
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B.2 静電電位及び静電気漏えい性能の測定方法 

B.2.1 一般事項 

静電気電位及び静電気漏えい性能の測定方法は，B.2.2～B.2.7 による。 

静電気電位測定器を用いた測定方法の構成図を図 B.1 に示す。また，カバーテープ引き剝がし時に発生

する静電気電位の測定方法を図 B.2 に示す。静電気漏えい性能の測定方法の構成図を図 B.3 に示し，測定

方法を図 B.4 に示す。 

a) 測定部（レール状平板電極及び非接触プローブ）の静電容量は 10 pF 以下とする。 

b) レール状平板電極と静電気電位測定器本体との間の絶縁抵抗は，1×1014 Ω以上とする。 

c) 全ての測定に用いる機器類は，接地点（GP）に接続する。 

 

 

図 B.1－静電気電位測定器を用いた測定方法の構成図 
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図 B.2－カバーテープ引き剝がし時の静電気電位の測定方法 

 

 
注記 1 絶縁糸：B.2.2.11 参照。 

注記 2 支持体とは，供試品が導電体などに接触して電荷漏えいがないようにする絶縁支持体を示してい

る。 

図 B.3－静電気漏えい性能の測定方法の構成図 

 
  

接地 

接地 
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図 B.4－静電気漏えい性能の測定方法 

B.2.2 測定装置及び備品 

B.2.2.1 静電気電位測定器 

静電気電位測定器は，非接触形で静電気電位が測定可能で，次の事項を満足しなければならない。 

a) 静電気電位測定レンジ±5 kV。 

b) 応答時間 100ms 以下とし，可能な限り速いものが望ましい。 

B.2.2.2 リストストラップ 

リストストラップは，JIS C 61340-4-6 に規定するストラップを用いる。 

B.2.2.3 レール状平板電極 

レール状平板電極は，関連規格に規定がない場合，次による。 

a) 材質：JIS G 4304 に規定する熱間圧延ステンレス鋼板とする。 

b) 構造：供試品を測定時固定する導電性両面テープを貼り付けることが可能で，かつ，カップ形金属シ

ールドの非接触プローブ部に緩み及びガタがなくしっかり固定可能な構造とする。 

c) 寸法：供試品が取り付けられる寸法とし，次による。 

長さ：200 mm±10 mm 

幅 ：20 mm±1 mm 

厚さ：2.0 mm～3.0 mm 

B.2.2.4 カップ形金属シールド 

カップ状の金属シールドは，測定部を遮蔽し，静電誘導などの外乱の影響を防ぐのが目的のシールドで

ある。 

B.2.2.5 記録装置（データロガーなど） 

記録装置は，B.2.6 に規定する静電気電位及び B.2.7 に規定する静電気漏えい性能の時間ごとの推移測定

接地 接地 
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データを記録可能な装置とする。 

B.2.2.6 イオナイザ 

イオナイザは，JIS C 61340-4-7 の規定を満足しなければならない。 

B.2.2.7 洗浄液 

洗浄液は，次に示すものに付着した，ほこり，薬品，手あかなどを洗浄可能な揮発性の溶剤とする。 

a) レール状平板電極 

b) 測定機器 

c) 測定者の手指 

例えば，JIS K 1522 に規定するイソプロピルアルコールなどの溶剤がある。 

B.2.2.8 導電性両面テープ 

導電性両面テープは，供試品のカバーテープ引き剝がし時に，供試品の底面が B.2.2.3 に規定するレール

状平板電極から剝がれないように固定可能な接着性をもつ材質とし，その材質の表面抵抗及び体積抵抗は

100 Ω以下とする。 

B.2.2.9 静電気チャージャ 

静電気チャージャは，供試品の静電気漏えいを測定する場合に，レール状平板電極に固定された供試品

を，±1 000 V 以上帯電させることが可能でなければならない。 

B.2.2.10 絶縁クリップ 

絶縁クリップは，キャリアテープからカバーテープを引き剝がした時に手で把持することが可能で，そ

の材質は静電気が漏えいすることがない絶縁性材料とし，その表面抵抗及び体積抵抗は，1×1014 Ω以上

とする。 

B.2.2.11 絶縁糸 

絶縁糸は，静電気漏えいを測定する場合に供試品を空中に保持することが可能な強度をもつ材質とし，

その材質の表面抵抗及び体積抵抗は，1×1014 Ω以上とする。 

B.2.2.12 圧着ジグ 

圧着ジグは，レール状平板電極と供試品とを均一に圧着可能なジグとする。 

B.2.2.13 静電気対策くつ及び静電気対策床 

静電気対策くつ及び静電気対策床は，JIS C 61340-4-5 の規定によって測定した結果，人体の静電気電位

が，±20 V の範囲内になる組合せの対策のくつ及び床とする。 

B.2.2.14 静電気対策衣服 

静電気対策衣服は，JIS C 61340-4-9 に規定する衣服とし，表面電位計を用いて±100 V の範囲内となる

衣服とする。 
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B.2.2.15 表面電位計 

表面電位計は，非接触形で静電気電位が測定可能な計器とする。 

例えば，その計器は，静電気電位を測定レンジ±2 kV 程度まで測定可能で，応答時間 100 ms 以下の性

能をもつハンディタイプが望ましい。 

B.2.3 供試品 

B.2.3.1 一般事項 

供試品は，テープ幅 4 mm ，8 mm，12 mm 及び 16 mm 以下の SMD テーピングとし，B.2.3.2～B.2.3.3 に

よる。 

測定前の供試品の準備は，B.2.3.4 による。 

B.2.3.2 静電気電位の測定に用いる供試品 

静電気電位の測定に用いる供試品は，SMD テーピングとし，次による。 

a) キャリアテープ長さは，関連規格に規定がない場合，200 mm±10 mm とする。 

b) キャリアテープ長さ領域が，カバーテープによって確実にシールされていて，かつ，その先は絶縁ク

リップで把持することが可能な約 30 mm の長さのカバーテープだけとし，その状態を図 B.5 に示す。 

 

 

 

 

 

図 B.5－供試品の寸法 

B.2.3.3 静電気漏えい性能の測定に用いる供試品 

静電気漏えい性能の測定に用いる供試品の長さは，関連規格に規定がない場合，1 m とする。 

B.2.3.4 測定前の供試品の準備 

供試品は，測定の効率化を図るため，関連規格の規定によって，測定前に必要な数を準備し，表 B.1 に

記載のいずれかの環境に放置する。 

B.2.4 前処理条件及び測定環境条件 

前処理条件（測定前の放置環境条件）及び測定環境条件は，関連規格に規定する表 B.1 のいずれかの条

件による。条件 2 において，判定に疑義が生じた場合には，条件 1 によって再測定する。 

キャリアテープ 
カバーテープ 

200 mm±10 mm 
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表 B.1－測定前の放置環境条件及び測定試験環境条件 

条件 
前処理条件 測定環境条件 

温度 
℃ 

相対湿度 
％ 

放置時間 
ｈ 

温度 
℃ 

相対湿度 
％ 

1 23±2 15±3 48 以上 23±2 15±3 

2 23±2 50±3 48 以上 23±2 50±3 

注記 JIS C 61340 規格群の規定では，条件 1 の相対湿度は 12 ％であるが，我が国の気候環境などの

実情を考慮し，この規格では相対湿度を 12 ％から 15 ％へ変更している。 

 

B.2.5 測定条件 

B.2.5.1 引き剝がし速度 

引き剝がし速度は，関連規格に規定がない場合，300 mm/min～12 000 mm/min の範囲で，実際に用いる

実装機のカバーテープ剝離速度以上で，かつ，毎回同じ速度で測定する。 

引き剝がし速度は，記録装置に記録された静電気電位の測定データの立ち上がり時間で確認する。 

B.2.5.2 引き剝がし角度 

引き剝がし公称角度は，関連規格に規定がない場合，165°～180°とする。ただし，180°の水平に近い角

度になる場合，引き剝がしたカバーテープがキャリアテープ，静電気電位測定器などの測定器に接触しな

いように注意する。 

注記 引き剝がし公称角度は，箇条 8（カバーテープの要求事項）に規定する剝離強度試験における引

き剝がし時の角度を用いている。 

B.2.6 静電気電位の測定方法 

静電気電位の測定手順は，次による。 

a) 測定前，測定器及び全ての供試品を，B.2.4 に規定する環境に放置する。 

b) 静電気電位測定システムを構築する。このとき，測定に用いる機器類は接地点（GP）に接続する。 

c) 測定開始前に B.2.2.1 に規定する静電気電位測定器の電源を ON にする。 

d) 測定者は，手首などに，B.2.2.2 に規定するリストストラップを装着する。このとき，リストストラッ

プからの接地線を確実に接地点（GP）に接続する。 

e) B.2.2.3 に規定するレール状平板電極を B.2.2.7 に規定する洗浄液で清浄し，5 分間以上乾燥させる。 

f) B.2.2.3 に規定するレール状平板電極に B.2.2.8 に規定する導電性両面テープを均一にしっかり固定す

る。 

g) 供試品は，B.2.2.6 に規定するイオナイザを ON にして除電する。 

h) B.2.3.2 に規定する約 200 mm の供試品の端を，レール状平板電極の端に合わせ，B.2.2.12 に規定する

圧着ジグを用いて，供試品の底面をレール状平板電極に固定した導電性両面テープに均一に，かつ，

しっかり固定する。その固定状況を図 B.2 に示す。 

i) B.2.2.5 に規定する記録装置の電源を ON にする。イオナイザの電源を OFF にする。 

j) 測定者は供試品のカバーテープを絶縁クリップで把持し，B.2.5 に規定する条件でキャリアテープから
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カバーテープを引き剝がし，そのとき，静電気電位測定器によって測定した静電気電位の最大値を記

録する。また，記録装置に表示された静電気電位の時間的な推移波形も記録する。 

k) 複数の供試品を測定する場合，e)～j)を繰り返す。試料数は，3 個以上とする。 

l) 全測定終了後，全ての装置の電源を OFF にする。 

B.2.7 静電気漏えい性能の測定方法 

静電気漏えい性能の測定手順は，次による。 

a) 測定前，測定器及び全ての供試品を，B.2.4 に規定する環境に放置する。 

b) 静電気電位測定システムを構築する。このとき，測定に用いる機器類は接地点（GP）に接続する。 

c) 測定開始前に B.2.2.1 に規定する静電気電位測定器の電源を ON にする。 

d) 測定者は，手首などに，B.2.2.2 に規定するリストストラップを装着する。このとき，リストストラッ

プからの接地線を確実に接地点（GP）に接続する。 

e) B.2.2.3 に規定するレール状平板電極を B.2.2.7 に規定する洗浄液で清浄し，5 分間以上乾燥させる。 

f) レール状平板電極に B.2.2.8 に規定する導電性両面テープを均一に，かつ，しっかり固定する。 

g) 供試品を B.2.2.6 に規定するイオナイザを ON にして除電する。 

h) B.2.3.3 に規定する 1 m の供試品の端を図 B.4 に示すようにレール状平板電極の端に合わせ，B.2.2.12
に規定する圧着ジグを用いて，供試品の底面をレール状平板電極に固定された導電性両面テープに均

一にしっかり固定する。このとき，レール状平板電極からはみ出したもう一方の端までの部分は，図

B.3 に示すように B.2.2.11 に規定する絶縁糸などで上からつ（吊）るし，供試品が接地点（測定器類，

壁，床など）に対し絶縁されていることを確認する。 

i) B.2.2.5 に規定する記録装置の電源を ON にする。イオナイザの電源を OFF にする。 

j) 測定者は，供試品に B.2.2.9 に規定する静電気チャージャで 1 000 V 以上帯電させる。帯電させる位置

は，供試品がレール状平板電極に固定されている部分とする。1 000 V 以上帯電後，チャージャを離

す。次に供試品の逆端を接地点（GP）に接続し，静電気電位が 1 000 V から 100 V まで減衰する時間

を記録装置に記録された測定データから読み取り，その時間を記録する。また，記録装置に表示され

た波形も記録する。帯電させる条件は，静電気チャージャによるプラス及びマイナス両方の帯電に対

しそれぞれ測定する。 

k) 複数の供試品を測定する場合，e)～j) を繰り返す。試料数は，3 個以上が望ましい。 

l) 全測定終了後，全ての装置の電源を OFF にする。  

B.3 試験成績表に記載する事項及び関連規格に規定する事項 

B.3.1 試験成績表に記載する事項 

静電気電位及び静電気漏えい性能の試験成績表に記載する事項の例を，次に示す。 

a) 一般事項 

試験測定日：              試験測定場所：               

測定器名：    製造業者：    型式：     製造番号：    校正日： 

測定者名：       

b) 供試品材料の記載及び識別 

1) キャリアテープ：製造業者名：   名称型番：   色：   製造日：  ロット番号： 
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2) カバーテープ： 製造業者名：   名称型番：   色：   製造日：  ロット番号： 

3) キャリアテープとカバーテープとの接着方法： シール機：      設定条件： 

4) キャリアテープとカバーテープとのシール力： シール力測定器：       シール力： 

5) 供試品内の表面実装用部品(SMD)の有無：（ 有   無 ）有の場合 品名： 寸法： ロット番

号： 

c) 前処理及び試験環境 

1) 測定条件：温度       ℃ 湿度      ％ 試験時間 

2) 測定前の放置環境：温度       ℃ 湿度       ％ 

3) 放置時間：  年  月  日  時～  年  月  日  時 まで   合計   時間 

4) 測定環境：温度       ℃ 湿度      ％  

5) 放置環境及び測定環境の注記： 

6) 使用洗浄剤及び洗浄後放置時間 

d) 測定機器類の設置環境及び作業者の静電気対策状況 

1) 測定器の接地及び静電容量：   Ω   pF イオナイザの接地状況：     Ω 

2) 作業台の静電気対策状況：       対策の有無及び静電気対策品名： 

3) 測定作業場所の床静電気対策状況：      

4) 静電気対策靴と床との組合せ：        V (すり足にて) ＊リストストラップ不使用時  

5) 作業者のリストストラップ着用時の静電気電位：     V (すり足にて） 

6) 作業者の衣服 表面電位：     V 

e) 静電気測定試験条件 

1) 引き剝がし速度： 

2) 引き剝がし角度： 

3) 静電気漏えい性能試験の供試品長さ：   m 絶縁支持材料名：   絶縁抵抗値：   Ω 

4) 試料数（最低 3 個）：      

f) 静電気電位及び静電気漏えい性能の結果 
測定チャートは添付による。 

1) 静電気電位の測定結果 

静電気電位の最大値：    V,     V,     V 

静電気電位の平均値：    V 

2) 静電気漏えい性能の測定結果 

静電気電位が 1 000 V から 100 V まで減衰する時間：   s,    s,    s 平均値：   s 

B.3.2 試験成績表に記載する事項 

関連規格に規定する事項は，次による。 

a) 前処理及び測定環境 

b) 測定条件（引き剝がし速度及び引き剝がし角度） 

c) 静電気電位の測定又は静電気漏えい性能の測定に用いる供試品の長さ 

d) 試料数 
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